
1 1 地球温暖化対策について

1 現状

( 1 ）三重県域における温室効果ガスの排出状況

①排出量の状況

地球温暖化対策課

国全体の平成24(2012）年度温室効果ガス排出量※（森林等吸収源を考慮）は、京

都議定書の基準年度である平成2 (1990）年度に比べ2.3%の増加、前年度排出量

と比べ2.7%の増加となっています。

これに対し、三重県域における平成24(2012）年度温室効果ガス排出量（森林等

吸収源を考慮）は、同基準年度と比べ6.9%の増加、前年度排出量と比べ1.4%の

増加となっています。

※環境省地球環境局総務課低炭素社会推進室公表「2012年度（平成24年度）

の温室効果ガス排出量確定値」

②排出状況の分析

三重県の前年度比の増加要因は、産業部門及び民生業務部門において電気の使

用量は減少したものの燃料系の使用量が増加したこと、運輸部門においてガソリン

等の使用量が増加したこと、森林吸収量が減少したこと等によるものです。

三重県の温室効果ガスの大半を占める二酸化炭素の排出量の内訳をみると、産

業部門が 56.2%、運輸部門が 14.9%、次いでオフィスや店舗などの民生業務部門

が12.5%とこれらが排出量の大部分を占めます。

なお、対基準年度（平成2 (1990）年度）比で大きな伸びを示している部門は、

民生業務部門（102%増加）及び民生家庭部門（25%増加）です。
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図三重県（全国）の二酸化炭素排出量の部門別構成比平成24(2012）年度
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(2）三重県における地球温暖化対策

①地球温暖化対策推進条例の周知と多量排出事業者の取組

「三車県地耐鼠妥化対策推進条例J （以下「条例j という。）に基づき事業者等のエ

ネノレギベ吏用量の削減などを推進するため、 695事業所へ制Eを要請しました。

また、条例で義務付けた地前副愛化対策計画書制度により、温室効果ガスを多量に

排出する事業所（1年間で原油換算 l,500kl以上のエネルギーを使用する事業所

「335事業所」）では、温室効果ガス排出量を平成25年度に比べ、平成28年度ま

での3年間で1.2%増以内とする自主的な取組がなされています。

②普及啓発等

県民の皆さλハは、地駒田蔚乙対策に取り組んで、いただけるよう、 「県政だよりみ

えjに啓発言E薄の掲裁を行うととともに、 i也罪対副劃七防止活動推進員による出前講座

（受講者主要ベ6,100名）やセミナ」を開催し、地球融妥化防止への取組を求めました。

また、今後の課題を探るためアンケートを実煽した結果、県民860人、事業者607

社から回答をいただき、地劇毘J妥化対策の課題の把握を行いました。

③三重県気候変動影響レポート

i也劇卸3封切遊説子に伴う三三車果の気候変動の状況について、津地方気象台と国立環

境研錦庁の協力を得て三車県内の「気候変イ匂 「気象の影響jを「三車関候変動レ

ポート 2014Jとしてまとめました。津、尾鷲において21制球には20断己末に比べ

年平均気温が約3℃上昇するなど、三車県の気候変動の予測陪果を示しました。

④低炭素社会モデル事業

「地域と共に創る電気自動車等を活用した低炭素社会モデル：事業j （以下「モデ〉レ

事業」という。）を伊勢市において実施していますが、昨年度はイ型電気自動車等で

まわる周遊マップ（「参宮街道周辺J等6コース設定）を作成したほか、エコスタン

プラリーを期信し電気自動車や電鈴〈スの活用を図るなど、電気自動車等の普及・瞥

発を謝毎し、その可能性を広げる取組を実施しました。

また、充電施設の普及に取り組んだ結果、充翻告設は伊勢市内で21箇所整備され

ることになったほか、三葉県内においても 176筒所（H27.5. 7現在）整備されました。

⑤県庁での取組

地球温暖化防止の取組を実践する契機として、また省エネ・節電の取組として、

県庁が率先して薪？した夏季の3日間のライトダウンの取組は、平成20年度から

行っていますが、この取組により、昨年度は約 191世帯の一日分の電力使用量に

相当する 1,913kWhが節電出来ました。なお、県内事業者にもライトダウンに取り

組むよう呼びかけています。
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2 課題

( 1 ）協働による地球温暖化対策の推進

三三重県域における温室長効果ガス排出量は、基準年度（平成2 (1990）年度）比

及び前年度比で増加しており、県内の二酸化炭素排出量の 56%を占める産業部門

も含め、基準年度比 102%増となった民生業務部門や、同比25%増となった民生家

庭部門について、しっかりとした地球1即菱化対策の普及啓発が必要です。

また、事業者アンケートの結果、 「エコ通勤」や「カーボン・オフセットj など

の取組があまり行われていないことがわかり、実行率を上げていく必要があります。

(2）地域と連携した低炭素社会づくりの推進

伊勢市のモデノレ事業は、最終年度の4年目に入りましたが、取KlElの定着化とさらな

る進化を図る必要がありませ仁己

，また、県内全域へ伊勢のモデノレ事業の展開や電気自動車等の充電インフラJ劉請もさ

らに促進する必要があります。

(3）地球温暖化への適応に関する情報の提供

昨年度とりまとめた f三車県気候変動影響レポ｝ト 2014」では、気劉す予測情

報として前述の年平均気1臥タトにも、真夏日は20世高昧の約37日から 21蹴球には

約羽田になると予測されており、人聞社会への影響が臆念されています。

このように、地前副lzt化は進むと予測されている中で、県内における気候変化によ

る将来影響や地問副妥化への適応の必要性が高まっており、これらについての調査研

究を進め情報提供を行う必要がありますユ

3 今後の取締

( 1 ）協働による地球温暖化対策の推進

さまざまな主体が制動した次の取組を推進します。

①事業者の取組のさらなる促進・啓発

産業部門や民生業手婦問の事業者の二酸化炭素排出削減の鼠組を進めるため、 「カ

ーボン・オフセットJの内容を簡単に理解してもらうための説明会や大治日市において

マッチングイベントを開催し、県内オフセットクレジットの活用を広げます。

②県民の取組の促進

民生家庭部門の排出削減の取完投啓発するため、地酎由妥化防止活動推進員による

啓発活動を支援し、環境学習情報センター、地尉邸j量化防止活動推進センター、市町、

学校等などさまざまな主体と連携し、勝克教育プログラム fキッズI8014000プロ

グラムjやポスターコンク｝／レなど、の忍紐を通じて、家庭における具体的な省エネ取

組について普及・啓発するとともに、環境フェアなどのイベントや講座等を通じてあ

らゆる世代の取組意識の向上に取り組みます。
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③県庁独自の取組

省エネ・節電の取組として、引き続き、夏季に3日間のライトダウンの取組を行

うとともに、サマーエコスタイルやクーノレピ、ズの取組を県内事業者等に呼びかけま

す。

④事業者、県民と協働した取組

三重県パス協会や県内事業者と連携し「みえエコ通勤デー」を設定し、毎週水曜日

にマイカ｝通勤者のパス運賃を半額にすることでパス通勤を促し、 C02削減や地球温

暖化防止の意識を行動へと導きます。

(2）地域と連携した低炭素社会づくりの推進

伊勢市におけるモデル：業については、これまでの取組が定若するよう電気自動車

等の普及促進を図りながら、充電施設の普及など電気自動車等で働もできる環境づくり

を進めます。

また、伊勢市をモデルd似或として進めてきた電気自動車等を活用した低炭素社会づく

りの恥組を県内全域に広げ、低炭素なまちづくりをすすめたいとする市町とネットワー

ク会議を開催するとともに、県内全域への充電インフラの整備を促進します。

(3）地球温暖化への適応に関する』｜静Eの提供

主蹴4寺院に応じた地前副妥化による影響やどの分野への影響が生じるかなど、環境

省と連携し、有識者の専門的な知見を活用し、三重県におけるさまざまな分野における

適応課題を探り、その↑静設を広く県民に提供しま七
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1 2 大気・水環境の保全について

大気・水環境課

1 大気環境について

( 1 ）現状

大気環境の状況を把握するため、四日市市と連携し県内 33カ所に測定局を設け、

24時間連続測定を行っています。

平成 26年度の二酸化硫黄、二酸化窒索、浮遊粒子状物質について、すべての測

定局で環境基準を達成する見込みでおおむね良好な状況で、すが、 PM2.5 （微小粒子

状物質）は 32%（速報値： 7測定局／22測定局）の達成にとどまる見込みであり、

光化学オキシダントも全ての測定局において環境基準が達成されていない状況に

あります。

県北部では、自動車 NOx・PM法対策地域（四日市市、桑名市（旧多度町を除く）、

鈴鹿市、木曽岬町、朝日町、川越町）（以下「対策地域」という。）が指定されていま

すが、対策地域内の 15測定局において、二酸化窒素は4年連続で環境基準を達成す

る見込みです。

( 2）課題

大気環境の測定項目のうち、 PM2.5や光化学オキシダントについて、平成 26年

度に注意喚起や予報等発令したのは1回のみでした。しかし、環境基準は、全国的

にも問じ傾向にありますが、達成されていない状況にあります。

また、二酸化窒素の環境基準は全局で達成しておりますが、総量規制地域内の測

定局の数値は他地域に比べて依然として高い状況にあることから、今後も施設の増

設等による総排出量の増加について注視していく必要があります。

自動車NOx-PM法対策について、平成23年3月に閣から、平成32年度には対策地

域の全域で環境基準を達成することを目標とした新たな「基本方針刊が示されまし

た。これまでのところ環境基準を達成している状況ですが、今後、景気動向による交

通量の増加等により影響を受ける場合があるため、二酸化窒素等の総量削減状況を毎

年確認していく必要があります。

(3）今後の取組方向

引き続き四日市市と連携し大気の常時監視を実施するとともに、 PM2.5について、

指針値を超過するおそれがある場合は、よりきめ細かな情報を提供するため三分

割した新たな地域区分により、迅速に県民への注意喚起を行います。
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また、工場・事業場への立入検査に加え、光化学オキシダントへの対応のため、

主原因物質の一つである揮発性有機化合物（VOC）の排出事業者に対し、引き続き

指導を行います。

自動車 NOx・PM法対応については、国の新たな「基本方針※j の達成に向けて、

対策地域内のモニタリングを行い、環境基準を達成できないおそれが生じた湯合に

は、その対策を検討します。
※基本方針自動箪主1r1暗紫酸｛帥及び自動車排出粒子状物＇！（の総丞の削減に関する基本方針（平成 23年3月閣議決定）

2 水環境について

( 1 ）現状

①公共用水域の状況

県内の河川（47河川 62水域）およ間毎域（4海域8水域）における水質の常時監

視の結果、平成26年度の河川（BOD）、海域（COD）における環境基準達成率は、

それぞれ94%(58水域／62水域）および38%(3水域／8水域）でした。

平成26年度には、県内43t可）11を対象とした水生生物の保全に係る水質環境基準の

類型指定を行いました（平成27年1月27日告示）。

②生活排水処理の状況

下水道、集落排水処環施設、浄化槽等の生活排水処理施設の整備率が平成 10年度に

40. 5% （全国40位）であったところ、平成25年度末には80.8% （全国 30位、福島

県を除く。）となりました。本県では、浄化槽による生活排水処理施設の整備率が

26. 0% （平成25年度末）と、全国平均の8.9%と比べて大幅に高く、浄化槽が生活排

水対策において大きな役割を担っています。

③海岸漂着物問題に対する取組

平成24年3月に策定した「ミ三重県海岸漂着物対策推進計画」に基づき、対策を進め

ているところです。

伊勢湾内に漂着するごみのほとんどは、三重県だけでなく伊勢湾祈崎圏全体から発

生していると考えられることから、東海三県一市知事市長会議において、伊勢湾流域

圏全体でこの問題に取り組むことが合意され、平成24年4月に「海岸漂着物対策検討

会jを設置しました。検討会においては、関係機関が協力し、海岸漂着物対策の周知

啓発、環境団体等との連携および流域圏での発生抑制対策等を推進しています。

また、海岸漂着物対策に係る国の財政措置が平成25～26年度の2ヶ年にわたり実施

されてきましたが、平成27年度以降も出断莞されることとなりました。
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(2）課題

①伊勢湾等の公共用水域の水質保全

河川（BOD）における環境基準達成率は、平成17年度以降、 90%以上の達成率で

推移しており改善傾向にあるものの、海域のうち、関鎖性海域である伊勢湾（COD)

の環境基準達成率については、近年50%前後の達成率で推移しており、毎年、赤潮や

貧酸素7.k塊などが発生している状況であることから、引き続き工場・事業場排水や生活

排水による汚濁負荷を一層削減していく必要があります。

また、地下水汚染の原因となる有害物質の漏洩妨止のため水質汚濁防止法が改正（平

成 24年6月煽行）され、有害物質貯蔵施設等に新たな構造基準が適用されており、こ

れに対応する必要があります。

②生活排水処理路設の整備促進

生活排水処盟主設の整備は着実に進展していますが、全国平均の88.9%と比べると

依然として低い状況にあり、河川等における水質改善のため未普及人口の解消が課題

となっています。特に、生活排7.kへの影響が大きい鞠帥哩浄化槽や汲み取りから合

併処理浄化槽への転換が進んでいないことが課題です。

また、生活排水処理施設の整備を進めるための県の「生活排水処理アクションプロ

グラムjの自標年度が平成27年度となっていることから、平成26年 1月に国が策定

した、 10年手型支を回途に汚水処理の「概成」を目指す「都道府県構想策定マニュアノレ」

に基づき、次期 f生活排水処理アクションプログラム」を策定する必要があります。

③海岸漂着物の発生抑制等

国の檎助制度を活用し、海岸漂着物対策を効果的に進める必要があります。

対策の推進に向けては、引き続き東海三県一市の海岸漂着物対策検討会において、

関係機関が協力して広域での普及啓発に取り組んでいく必要があります。

(3）今後の取組方向

①伊勢湾等の公共用水域の水質保全

公共用水域の水質改善のため、引き続き工場・事業場に対する立入検査を実施し、排

水基準およひ強量規制基準の遵守を徹底します。

また、有害物質貯蔵施設等に新たな構造基準が適用されましたが、既存施設の一部

に認められていた猶予期間が平成 27年 5月末までとなっていることから、対象事業

者への立入検査を重点的に実施し、新たな構造基準への適合を図ります。
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②生活排水処理施設の整備等

生活排水対策として、平成24年8月に見直した県の「生活排水処理アクションプロ

グラム」に基づき、関係各部および市町と連携して、生活排水処理施設の整備を推進

するとともに、県内に多く残されている鞠虫処理浄化槽や汲み取りについては、県費

による上乗せ補助を行い、合併処理i争イ七槽への転換を図っていきます。

また、次期「生活排水処理アクションプログラムJを策定するため市町および関係

部局との調整を進めます。

③海岸漂着物対策の推進

「三重県海岸漂着物対策推進計画j に基づき、国の補助制度を活用して県内の海岸

漂着物の回収処理および発生抑制対策を実施するほか、「伊勢湾森・Jii・海のクリー

ンアップ大作戦jをはじめとする、伊勢湾流域圏のさまぎまな主体との協働・連携事

業を推進します。

東海三県一市の海岸漂着物対策検討会においては、本県がリーダーシップを取り、

引き続き広域圏での発生抑制等の検討、国への提言などを行うことにより、伊勢湾に

おける海岸潔着物問題に取り組みます。
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別紙 1 

県内の大気環境基準達成率

年度 H22 H23 H24 H25 H26 

項目
環慎基準 主体の測定局 国協基準 全体の測定時 団関基準 全俸の測定局 環担軍基調匝 全体の測定局環鴎基準 全体の測定局
達成層数 量買 選成島敏 赦 達成局舷 司自 遺成周ll{ 叡 運成周叡 望且

二酸化硫賃 22 22 23 23 23 23 25 25 26 26 

(S02) 
｜達成率（泊 100 100 100 100 100 

二酸化窒素 27 28 29 29 29 29 31 31 32 32 

CN02) 
｜達成率関 96 100 100 100 100 

。 20 。 21 。 21 。 23 。 24 
光化学オキシダント｜

達成率（矧 。 。 。 。 。
浮遊粒子状物質

28 28 12 29 29 29 31 31 32 32 

CSPM) 
｜達成率（矧 100 41 100 100 100 

2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 
一酸化炭素

｜達成率関 100 100 100 100 100 

微小粒子状物質
。 2 。 4 10 19 1 21 7 22 

CPM2t0 
｜達成率（刻 。 。 53 5 32 

※H26年度測定結果は未確定のため見込みです。
参考：平成25年度の全国の状況

光化学オキシダントの測定局 1,182局のうち環境基準達成局は4局（0.3%）、微小粒子状物質の有効測定局 673局のう

ち環境基準達成局は 103局（15.3%)

自動車NOx• PM法対策地域内の大気環境基準達成率

H23 H24 H25 H26 H27（目視値）

測定局数
環境基準酌遺 全体の測定局 環境基準船逮 全体の測定局 環境基準犠1逮全体の測定局 環境基準酌遼 全体の測定局 環境基準酌蜘 全体の測定局

成測定局数 数制 成測定局敏 数制

大気常時Ii視測定局数 9 15 15 15 

達成率（帖） 60.0 100.0 

非違成局
浮遊粒子状物質
桑名、械、鈴鹿等6局

※1環境基準の項目は、二種化霊棄と浮遊粒子扶物質です．
※2 15測定局の内訳は、一般環境測定局10局と自動車排出ガス測定局5局です．
※3平成27年度は自動車排出ガス測定局1局が新たに常時監視を開始しています．

四日市市納屋局の N02値の推移
単位陣m

0.08 
ぷ；~74 0.069 0.071 

0.07 

0.06 

0.05 

0.04 

0.03 

0.02 
一←98%値

O.o1 一・一年平均値

。

成測定局数

15 

H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 

※H26年度測定結果は未確定のため見込みです。
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数制 成測定局数 数制 連成測定局数 数制嗣

15 15 15 16 16 

100.0 100.0 100.0 

※H26年度税IJ定結果は未確定のため見込みです。

自動車NOx• PM法対策地域



2 別紙
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20 

10 

。

海岸漂着物発生抑制の取組事例（平成26年度）

海岸漂着物啓発ラッピング電車及びパスの運行

海岸漂着物問題を啓発するラッピングを施工した電車を近鉄名古屋線で運行、同デザインのパス

を三交パス津エリア、伊勢エリアにて運行

海岸漂着物啓発シネアドの上映

海岸漂着物の問題を啓発するシネアドを作成し、東海三県の映画館で上映

あたりllifのことで、海tit（ま~れる。

海岸漂着物対策啓発展示物の新設

三重県環境学習情報センターに海岸漂着物問題を啓発するための展示物を新設
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別紙 3 

三重県の生活排水処理施設の整備率の推移

HS HlO Hll H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 

｜ー 下水道 口 鰍綿跡ほか 口 浄化槽 ＋ 全国平均｜
（年度〉

※全国集計結果は、 H22年度は岩手県、宮城県、福島県を除く。
H23年度は岩手県、福島県を除く。H24年度は福島県を除く。

浄化槽設置に係る県費補助制度（平成26年度）

⑦単独浄化槽、汲み取りから合併浄化槽への転換に対する上乗せ補助創設

配管（個人） ＋ 

3万円 13万円 13万円

＜本体設置伶

個人

約51万円

－単独浄化槽の撤去や配管費の補助を行う市町に

対し、県費の上乗せ補助を行う。

ただし、新築家屋に対する本体設置費の県費分は
補助対象外。（平成26年度から）

②浄化槽市町村整備推進事業の導入に係る調査費の一部を補助する制度の創設
・市町による計画的な浄化槽の整備を促進するため、導入調査費について補助を行う。

－補助率は調査費の1/6とする。（平成27年度までの時限措置）
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1 3 三重県廃棄物処理計調の策定について

廃棄物・リサイクノレ課

1 現状

( 1 ）計画の位霞づけ

都道府県は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下、「廃棄物処理法j

という。）第5条の5の規定により、廃棄物の減量その他その適正な処理に関

する施策の総合的かっ計画的な推進を図るための基本的な方針（以下、「国の

基本方針」としづ。）に即した廃棄物の減量や処理等に関する計画を策定する

こととされています。

(2）経緯

木県では、廃棄物処理法に基づき、昭和 48年から 3次にわたり「三重県産

業廃棄物処理計画j を策定し、産業廃棄物の適正処理のための施策を推進し

てきました。その後、平成 12年の廃棄物処理法改正を受け、産業廃棄物に加

え一般廃棄物を含めた総合的な f三重県廃棄物処理計画」を平成 16年3月、

平成田年3月に策定し、廃棄物の減量や適正処理の施策を推進しています。

( 3）現行計画の概要

①計酪の性格

廃棄物処理法第5条の5の規定に基づき策定する廃棄物の減量や処理等

に関する計爾

②策定時期

平成 23年 3月

③計画期間

平成 23年度から平成 27年度（ 5年間）

④目標年度

平成 27年度

⑤取組方向

ごみゼ、ロ社会の実現

産業廃棄物の 3Rの推進

産業廃棄物の適正処理の確保

産業廃棄物処理に関する監視強化と不適正処理に対する是正の推進

( 4）次期計閣の検討状況

廃棄物処理法第5条の5第3項の規定に基づき三重県環境審議会に平成 27

年2月3日付けで諮問し、同審議会廃棄物処理計画部会において調査検討を進

めています。
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2 課題

( 1 ）国の動向

平成 25年に国の第3次循環型社会形成推進基本計画が策定され、循環型社

会の構築に向けた基本的な考え方が示されました。また、今年度中に国の基

本方針も見直しされる見込みとなっており、国の動向を注視しながら策定作

業を進める必要があります。

( 2）社会情勢の変化

県の廃棄物処理状況や国の動向に加え、今後見込まれる人口の減少や産業

の振興などの社会情勢の変化を踏まえ検討を進める必要があります。

3 今後の取組方向

今後、三重県環境審議会廃棄物処理計画部会において調査検討を進め、以

下により計画策定を行います。

－平成 27年 10月

・平成 27年 10～11月

．平成 27年 12月

－平成 28年 2月

．平成 28年 3月

中間案のとりまとめ

パブリックコメント、市町意見照会

最終案のとりまとめ

三重県環境審議会から答申（予定）

計画策定
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参考資料

三重県廃棄物処理計画（平成23年3月策定）の概要

膨j計画策定の趣旨

今回の廃棄物処理計画の策定にあたっては循環型社会の形成に向け、本県における廃棄物の現状

や標題を踏まえ、低炭素社会や自然共生社会に向けた取組とも連携しつつ、さらに3Rと適正処理

を推進していくための計画を、新たに策定するものです。

動 計画の性格

0廃棄物処理法に基づく法定計画（第5条の5）として策定します。

0三選県総合計画、三重県環境基本計画を上位計画とし、循環型社会の情築に向け、今後の本県に

おける廃棄物処理等に関する基本的な事項について定めています。
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。）計画の期間

0本計画は、循環型社会の実現や低炭索社会 ・自然共生社会づくりという中長期的な課題への対応

が求められることから、概ね 10年先を見据えつつ、 今後の社会環境の変化にも柔軟に対応して

いくため、 5年間（平成23年度～平成 27年度）を計画期間とします。

0また、 計画期間の最終年度となる平成 27年度に述成すべき数値目際等を設定しています。
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0 施策の取組方向

・・，，~主主IE司：：~河hi ・・

I ごみゼロ社会の実現

｛数値包様｝

( 1) 1人18~当たりのごみ緋出震

（一般廃家物の排出鑓）

(2）一般廃禁物の資源化怒

(3）一般B霊祭物の－~処分鐙

r n醗廃 納 の3Rの腿

l数償包繍｝

( 1 ）産業廃禁物の緋出.

( 2) lt業廃築物の湾生利用寧

(3）怠業廃築物のII終処分鐙

m 産業廃襲物の適正処理の確保

l重量値目棟｝

子マニフェストのe及寧

IV 産業廃棄物処理に関する監視強化と
不適正処理に対する是正の推進

I叡価回線l

( 1 ）還機R繁物の不法投繁発生件数

(2）不法侵療における行為者符lElll案の
是正＊

1 発生 ・排出抑制の推進

E盟国
ごみ持HH鎗削減$｛家庭系）

2 循環的利用（リサイクル）の推進

E毘盟
資源としての再利用~

3 県民との協働とネッ トワークづくり

広限立3
ごみ減量に取り組んでいる窃俗芸主

4 一般廃棄物の広域的な処理の推進

~ 股~iWし

5 適正かつ効率的なごみ処理システムの構築

ロEl
ごみ処理カルテ湾入市町紋

6 災害廃棄物等の適正な処理体制jの構築

E毘函
館ま宣伝し

正
産業廃築物の発生抑制等に向けた計画の策定と実践

E盟l%l
適正管理計iDiの簸lE$

産業廃棄物のリサイクルの向上と愚終処分量低減の促進

む窓口
AU芸処分場

1 適正処理の推進

E毘~
－管理!1:!111総処分喝の§£余年主主
. ~司書E度PC B.RJ属物の適正処分E巨

2 優良な廃棄物処理難者の育成

E血il:J
優良処理費E琶のMllE件滋

3 公共関与による産業廃棄物管理型処分場の艶備

E盟国
公共関与による震災廃業物管理主自飯島幸処分渇の怒自陣

1 産築廃禁物処理に関する監視強化

E盟問
§彼 ・ 鎗司事件~

2 産業廃襲物処理に関する連携の強化

E盟国
不滋t監察の防止に繁がる縮定調tf6やi5働支彼等の件数

3 特定の不適正処理事案に対する是正の推進

E毘ITJ
特定の不適正処理·~に対する是正$
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1 4 fごみゼロ社会j の実現について
廃棄物・リサイクノレ課

1 現状

( 1 ）ごみゼ口社会実現プラン

ごみの発生・排出が梅カ抑制され、排出された不用物は最大限資源として

有効利用される fごみゼロ社会」を実現するため、めぎすべき具体的な将来

像とその達成に向けた道筋を示した「ごみゼロ社会実現プラン（以下、 fプ

ラン」という）Jを平成 17(2005）年3月に策定しました。

プランに基づく取組の推進については「ごみゼロプラン推進委員会Jにお

いて評価・検証を行っており、平成 23(2011）年3月には中期目標の見直しな

ど、プランの改定を行いました。 （資料 1参照）

( 2）取組の成果

マイパック遼動や簡易包装などごみ減量化への県民参画と協働の推進や

市町におけるごみ有料化などの取組により、家庭系・事業系ごみの排出量や

最終処分量が減少してきています。 （表 1、図 1) 

また、公正で効率的なごみ処理システムの構築のため、ほとんどの市町で

国が推奨する廃棄物会計が導入されるなど、「プラン」に掲げるごみ減量化

に向けた取組が進められています。

表 1 プランに掲げる数値目標及び実績（単位：トン／年）

指標名

家庭系ごみ
ごみ排出量

事業系ごみ
(2002年度比）

言十

資源としての再利用率

最終処分釜

g／人・日
1, 200 

1, 100 

1, 000 

2002年度 2013年度
2002年度比

535, 198 452,569 一15.4見

251,733 181,438 -27.9覧

786,931 634,007 一19.4出

14.0% 15.5覧 +1.5ポイント

110,781 98,316 

151,386 50,042 同 66.9%

966 

中期目標 数値目標

(2015) (2025) 

-20！詰 -30% 

-35% -45詰

22% 5日目

55,000 。

980 

900 』一一一一一一 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一－

800 
H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 民24 H25 年度

(2003) (2004) (2005) (2006) (2007) (2008) (2009) (2010) (2011) (2012) (2013) 

図 1 一人一日あたりごみ排出量
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2 課題

( 1 ）平成 27(2015）年度はフ。ランの中期目標年度となることから、目標の達成

度を把握するための調査および評価を実施する必要があります。

( 2）家庭系・事業系ごみの排出量や最終処分量が減少してきていますが、さ

らなる減量化のためには、効果の高い市町の取組の水平展開や新たな取組

を展開していく必要があります。また、市町において効率的なごみ処理体

制の構築を進めていくために、廃棄物会計約やごみ処理カノレテれを有効活

用していく必要があります。

( 3 ）県民のごみ減量化に関する意識のさらなる向上のため、引き続きNP O  

団体等の多様な主体との連携のもと、ごみ減量化に向けた普及・啓発に取

り組む必要があります。

3 今後の取組方向

( 1 ）プランの数値目標の達成度を把握するため、県民意識調査を実施します。

また、市町ルート以外の民間事業者による資源回収が普及してきているこ

とから、資源ごみの流通量を把握するため、ス｝パ｝マーケットや古紙回

収事業者に対しアンケ｝ト調査を行います。

( 2）市町ごとのごみ減量化・資源化等の課題に応じ、市町・事業者・住民と

の「地域ごみゼロネットワークj を活用し、講習会や先進事例のベンチマ

ーキング等を実施します。また、廃棄物会計やごみ処理カルテの有効活用、

削減効果の高い家庭系ごみの有料化制度導入など、市町の取組を支援しま

す。

( 3）子どもたちの「もったいない」という環境意識を育むため、地域で活動

するNp O団体や事業者、市町と連携して小学校等での環境教育（出前授

業）を実施します。また、効果的な普及啓発を行うため、 「もったいない

かみしばい」や fもったいない絵本j などを活用し、幼児等への意識の醸

成につなげて行きます。

【参考】

※ 1 廃棄物会計

一般廃棄物処理事業に係るコスト分析の標準的手法を示すもの

※2 ごみ処理カルテ

市町が把握・公開していたこれまでのごみ処理に関するデータに加え、

廃棄物会計のコスト情報や環境負荷の評価結果、住民や事業者の取組状況

等のデータを用いて、ごみ処理システムの現状や課題について総合的に分

析することにより、強みや弱みを明確にするためのツーノレ
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1 資 料ごみゼ口社会実現フランの体系

「ごみは適正に処理すればよい」という意識から、「まずごみを出さなしリという意識へ

「燃える・燃えない」という分別から、「資源化できる・できない」という分別へ

「効率性・経済性と環境保全はトレードオフの関係Jという考え方から、「それらを両立さ

せる」という考え方へ

• r目先の利便性優先、量の豊かさ志向」のライフスタイルから、「環境への配慮優先、

質の豊かさ志向」のライフスタイルへ

取組の基本的な視点

(1）意識・価値観・行動の転換

(2）取組に関する優先順位の明確化

(3）多様な主体の役割分担の再構築と連携・協働

(4）ごみを資源ととらえた地域づくりの展開

《プランの基本事項》

(1）計画期間：2005～2025年度

（平成17～37年度）

(2）取組対象：家庭系ごみ及び事業系ごみ

（一般廃棄物）

(3）推進主体：県、市町及び県民

※県民とは、一人ひとりの個人をはじめ、 NPO、

ボランティア、自治会等地減の団体、企業（事業者）

など多様な主体の総称

1短期・中期の目標設定

①ごみ排出量削減率
家庭系ごみ 6%(2010) 20%(2015) 

事業系ごみ 5%(2010) 35%(2015) 

②資源としての再利用率
21%(2010) 22%(2015) 

③ごみの最終処分量
81.000トン（2010)55.000トン（2015)

④ものを大切に長く使おうとする県民の率
80%(2010) 90%(2015) 

⑤環境に配慮した消費行動をとる県民の率
60円以2010) 90%(2015) 

⑥食ぺ物を粗荊こL立し、ょう心がlナている県民の率

60九（2010) 90%(2015) 

⑦ごみゼロ社会実現プランの認知率

90先（2010)100%(2015) 

2 プラン推進のマネジメント

・各主体の役書ljに応じた取組の推進

・各主体聞の連携・協働

・全県的な推進体制の確立

3 プランを取り巻く諸課題

・再利用の困難なものの有効利用

・災害時等の適正処理の確保
圃一般廃棄物と産業廃棄物との区分

固不法投棄対策

・取組の計画的、段階的な推進

・現行法制度上の制約等への対応

｜拡大生産者責任と費用負担のあり方の検討

｜拡大生産者責任に基づく取組の推進

｜事業系ごみ処理システムの再構築

「事業系ごみの発生・排出抑制

事業系ごみの再利用の促進

不用品の再使用の推進

リターナブル（リユース）容器の普及促進

リースやレンタルの推進

モノの長期使用の推進

容器包装リサイクル法への対応

容器包装の削減・簡素化の推進

生ごみの堆肥化・飼料化

生ごみのエネルギー利用

生ごみの生分解性プラスチック等への活用

ローカルデポジット制度の導入

障がい者や高齢者等のごみゼロ活動への参画促進

ごみゼロに資する地域活動の活性化促進

「民間活力を生かす拠点回収システムの構築

サービス産業の仕組みを生かしたりサイヴル

埋立ごみの資源としての有効利用の推進

ごみ処理の有料化等経済的手法の活用

廃棄物会計等の活用促進

地域密着型資源物回収システムの構築

《発生・排出抑制》

11.拡大生産者責任の徹底｜

2.事業系ごみの総合的な
減量化の推進

r 5.生ごみの再資源化

《環境と経済の
好循環創出》

6.産業・福祉・地域づくりと
一体となったごみ減量化
の推進

7.公正で効率的なごみ処
理システムの構築

《気運醸成・文化形成》

8.ごみ行政への県民参画
と協働の推進

9.ごみゼロ社会を担う人
づくり・ネットワークづくり

13. ').1-.A（再使用）の
推進

《再資源化》

4.容器包装ごみの
減量・再資源化

①ごみ排出量削減率

家庭系ごみ30%

事業系ごみ45%
（対2002年度実績）

②資源としての再利用率

50~ 

③ごみの最終処分量

0トン

④ものを大切こ長く使おうとする

県民の率

100% 

⑤環境に配慮した消費行動を

とる県民の率

100% 

⑥食べ物を組末にしないよう

心がけている県民の率

100% 

⑦ごみゼロ社会実現プランの

認知率
100% 

コ
」
み
ゼ
ロ
社
会
」

の
実
現

県の行動計画

1県の役割

2 県の主な取組

・「ごみゼロ社会実現プラン」の周知、啓発
・県庁舎等における「ごみ減量化」に向けての取組
・推進のマネジメント
・モデル事業等の実施とその成果の普及
圃市町、事業者等への支援等

・広域的な取組の推進
・政策提言、要望

3 ごみ処理施設の整備の方向

＼、／

地域のごみ排出特性を踏まえたごみ行政の推進

住民参画の行動計画づくり

レジ袋削減・マイバッグ運動の展開

しごみゼロに資するNPO、ホヲンテ伊等の活動推進

｜情報伝達手段の充実及び啓発・PRの強化

｜もったいない普及啓発運動の展開

L環境学習・環境教育の充実

「ごみゼロ推進のリーダーの育成と活動支援

・ごみ処理に関する現状
・県民の意識
・ごみの組成
・NPO等団体の意識
．事業者の意識
・市町の取組状況
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